
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度以降

61エリア
（平成26年度調査対象）

対応策の決定
制度化に向け
た手続き

（条例改正等）
（周知期間） 制度運用開始

61エリア以外の
「対象となる寺社」

①詳細調査
②対応策の検討

③対応策の決定

「具体的施策（素案）」の対応策について

【基本（※一部重複あり）】
１）平成26年度歴史的景観の保全に関する検証事業における調査対象（61エリア）
２）今回実施した「守っていきたい歴史的景観」の提案結果のうち，寺社に関する提案（119件）

【継承・拡充（※一部重複あり）】
３）眺望景観創生条例の策定における「視点場」候補597件の「寺社・庭園等」のうち寺社（206件）

地域の歴史的景観の特徴や価値・重要性について，市民や事業者・寺社等が情報共有し，地域特性に
応じた計画へと誘導するための 《規制の充実》 を図るとともに，地域の歴史的資産への効果等を考慮し，
《支援》 を優先的に働きかけることで，より良い景観づくりを推進する。
また，情報共有することにより，地域の歴史や文化，景観に関する意識啓発や，市民や事業者・寺社等
が地域の将来像を共有した 《協働による景観づくり》 につなげ，これらの取組によって，地域全体の価値をさ
らに高め，都市格の向上を目指す。

１ 「具体的施策（素案）」の対応策についての考え方

＜新＞ 影響が大きい計画への事前協議（デザインレビュー）の実施柱①
喪失の危機にある歴史的景観を

保全するための景観規制の充実

景
観
規
制

柱②
より良い景観へと誘導する

有効な支援策 景観重要建造物，景観重要樹木の指定の拡充

＜新＞ 専門家派遣制度の創設

柱③
市民や事業者，寺社等との

協働による景観づくりの推進
地域景観づくり協議会制度等の推進

支
援

＜新＞ 景観に関する情報の共有・発信

≪「近景デザイン保全区域」の追加および「事前協議制度」におけるイメージ（例：大徳寺）≫

眺望景観創生条例策定に基づく「視点場」候補（597件）

人工物：358件

橋りょう，町並
み，集落，俯
瞰，近現代の
建造物
137件

「寺社・庭園等」の候補の
うち寺社（206件）

平成26年度調査
対象（61エリア）

「守っていきたい歴史的景観」の
提案結果のうち寺社（119件）

対象となる寺社

抽出の対象 参考資料等

風致保全計画等で保全対象
とされている山や社寺等

風致保全計画,自然風景保全計画,美観地区―運用と目的,伝
建地区保存計画

市民意見 守っていきたい京都の眺望景観（平成17年３月実施）

歴史資料,文献,絵画等

京童,京童跡追,都林泉名所図会,花洛名所図会,宇治川両岸一
覧,都名所図会,拾遺都名所図会,帝都雅景一覧,京都府―新風
土記1958―,東山三十六峰,日本の歴史地名体系27京都市の
地名,能因歌枕（広本）,旧一号書庫写真資料,矢野家写真資
料目録,昭和京都名所図会,雍州府志,京都パノラマ館

歴史的資産 世界遺産,文化財（建造物）,文化財（史跡・名勝）

山 国土地理院発行の地形図

俯瞰景観 事務局提案

 自然 小計 239件 

山（山並み） 223件 

河川 11件 

池沼 3件 

公園 2件 

 人工物 小計 358件 

 橋梁 6件 

 社寺・庭園等 221件 

 町並み等 13件 

 集落 3件 

 俯瞰 7件 

 近代の建造物 105件 

 現代の建造物 3件 

 合計 597件 

 

２） 「具体的施策（素案）」の対応策に関するロードマップ

※ 平成18年度の眺望景観創生条例を制定した際における，38箇所の「視点場」を選定した考え方を踏襲

２ それぞれの寺社に必要な対応策の考え方 資料１

【事前協議（デザインレ
ビュー）の対象設定】

山門，門前・参道等に隣接す
る大規模な計画等については，
景観への影響が大きいことから，
歴史的資産と周辺のまちの歴史
性，関係性による設定
範囲は「近景デザイン保全区
域」と同様に500ｍの範囲

近景デザイン保全区域・事前協議（デザインレビュー）の適用範囲

「景観特性」

「緊急性」

「近景デザイン保全区域」の追加指定

１） 対象となる寺社の抽出

自然：239件
山，河川，池沼，公園

《今回検討の対象外》

※ただし，寺社と関係性の深い
自然，町並み，集落等は必要に

応じて対象に加える。

指標

地域の景観に関する普及啓発や議論の場づくり，学習支援

風致保全計画，景観計画，風致地区特別修景地域の基準等の充実

擁壁や駐車場に関する規制の充実

景
観
づ
く
り

寺社の状況に応じて６１エリアの中から幅広く
サンプリングしながら対応策を取りまとめた。
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上記の「対象となる寺社」について，以下の順序で，寺社とその周辺ごとの対応策を検討し，実施する。
平成２８年度
「具体的施策（素案）」の対応策として《規制の充実》《支援》《協働による景観づくり》を策定し，
「対象となる寺社」のうち，平成２６年度に調査を実施した６１エリアの寺社（大規模な寺社，世界
遺産など）から，指標に応じて対応策を適用させていく。
平成２９年度
「具体的施策（素案）」の対応策の実施に向け，市民意見募集等を経て確定させたうえで，条例

改正等の手続きを行う。
平成３０年度以降
６１エリアの寺社については制度の運用を開始する。
６１エリア以外の「対象となる寺社」については，順次，指標に応じて各寺社とその周辺のエリアの詳
細調査を実施し，「具体的施策（素案）」の対応策の必要性等について，引き続き，歴史的景観
の保全に関する視点で検討・研究を行う。

【指標】に応じて寺社ごと順次実施

景観重要建造物
景観重要建造物

国名勝（孤篷庵庭園）

（５００ｍ）

参道→ 境内

歴史ある寺社（今宮神社）
区民誇りの木

←国宝（大徳寺唐門）
国名勝（大徳寺庭園）

←重要文化財
（大徳寺山門）

【近景デザインの追加指定】
良好な眺望景観を有し，かつ，
周辺における地域地区等の規制
により，歴史的景観への影響が
生じる恐れのある寺社については，
追加指定を行う。
範囲は既存の500ｍを踏襲


